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2007年 78月 2627日 
満田起案 

（7/12WGにおける藤崎案及び満田案を統合したもの草案を 
7/31検討委員会の議論を踏まえ修正したもの） 

 

ジェトロ環境社会配慮ガイドライン第 II 部（案） 

 
 

第Ⅱ部 貿易・投資促進事業における環境社会配慮 
 
1. 基本的な考え方 

 
ジェトロの事業は、対日投資の促進、輸出促進や在外進出日系企業サポート等を通じた

中小企業等の国際ビジネス支援、開発途上国との貿易取引拡大及びそれらを効果的に実施

するための調査・研究、情報発信・提供・貿易投資相談など多岐にわたっており、それぞ

れにおいて異なった環境社会面における影響が存在する。 
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⑥地元産業の環境管理・社会配慮体制構築に向けた支援 

⑦環境・安全・人権教育の推進 

⑧
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（別紙） 

【解説】企業の社会的責任(CSR)とジェトロの取り組み 
 
１．競争力の源泉としてのトリプルボトムライン 




